
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

五

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
水
産
高
等
学
校
練
習
船
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

○
福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

○
福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

六

○
博
物
館
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

○
福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

○
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

八

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
一

○
政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
に
係
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
証
票
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
一

○
福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
一

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
三
条
第
二
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
、
「
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
職
印
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
認
印
の
押
印
が
」
を
削
る
。

第
二
百
二
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

家
畜
伝
染
病
発
生
時
等
に
お
い
て
、
防
疫
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
い
て
物
品
を
購
入

す
る
と
き
。

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
十
四
条
第
五
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
十
四
条
の
見
出
し
中
「
委
託
」
を
「
告
示
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
支
出
の
事
務
の

委
託
」
を
「
、
支
出
の
事
務
の
委
託
及
び
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
私
人
又
は
指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
、
所
在
地
、
歳
入
の

種
類
及
び
委
託
期
間
を
告
示
し
、
か
つ
、
当
該
歳
入
の
納
入
義
務
者
の
見
や
す
い
方
法
に
よ
り
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
行
令
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
歳
入
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務
を
私
人
に
委

託
し
た
と
き
。

二

施
行
令
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
歳
入
の
う
ち
県
税
の
収
納
の
事
務
を
私

人
に
委
託
し
た
と
き
。

三

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
歳
入
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
適
切
か
つ

確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
指
定
代
理
納
付
者
（
施
行
令
第
百
五
十
七
条
の
二
第

一
項
各
号
の
要
件
を
満
た
す
者
）
を
指
定
し
た
と
き
。

「
福
島
県
立
小
名
浜
高
等
学
校

別
表
第
一
中
「
福
島
県
立
喜
多
方
東
高
等
学
校
」
を
削
り
、

福
島
県
立
い
わ
き
海
星
高
等
学
校
」

を
「
福
島
県
立
小
名
浜
海
星
高
等
学
校
」
に
改
め
、
「
福
島
県
会
津
自
然
の
家
」
を
削
る
。

「
福
島
県
立
小
名
浜
高
等
学
校

別
表
第
七
福
島
県
立
喜
多
方
東
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
中

福
島
県
立
い
わ
き
海
星
高
等
学

事
務
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員

を
「
福
島
県
立
小
名
浜
海
星
高
等
学
校

事
務
長

校

事
務
長

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」

現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
会
津
自
然
の
家
の
項
を
削
る
。

第
四
十
三
号
様
式
及
び
第
四
十
七
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

第
六
十
七
号
様
式
、
第
六
十
八
号
様
式
、
第
七
十
二
号
様
式
か
ら
第
七
十
二
号
様
式
の
三
ま
で
、
第

百
一
号
様
式
及
び
第
百
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
百
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
百
二
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
百
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

出
納

員
印

出
納

員

第
百
二
十
五
号
様
式
中

を

（現
金
取
扱
員
印

）

（現
金
取
扱
員

）

───────────────────────────────────────────────────────────
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」

」

に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
号
様
式
及
び
第
百
二
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
百
三
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
百
三
十
二
号
様
式
及
び
第
百
三
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

第
百
五
十
二
号
様
式
及
び
第
百
五
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
二
年
度
ま
で
の
予
算
に
係
る

収
入
、
支
出
及
び
決
算
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
財

政

課
）

福
島
県
企
業
局

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る
規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ３ 年 ３ 月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ５ 号
福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部
を 改 正 す る 規 程

福 島 県 企 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 44年 福 島 県
企 業 局 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 企 業 局 販 売
別 表 第 ５ 中 「 企 業 局 経 営 ・ 販 売 課 長 」 を 「 企 業 局 企 業 総 務 課 長 」 に 、

局 主 幹
推 進 担 当 課 長

を 「 局 主 幹 」 に 改 め る 。
」

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 営 ・ 販 売 課 ）



令和３年３月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第16号 6

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
水
産
高
等
学
校
練
習
船
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

福
島
県
水
産
高
等
学
校
練
習
船
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
水
産
高
等
学
校
練
習
船
設
置
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
福
島
県
立
い
わ
き
海
星
高
等
学
校
」
を
「
福
島
県
立
小
名
浜
海
星
高
等
学
校
」
に
改
め

る
。第

五
条
中
「
船
舶
職
員
法
」
を
「
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
福
島
県
立
い
わ
き
海
星
高
等
学
校
長
」
を
「
福
島
県
立
小
名
浜
海
星
高
等
学
校
長
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
学
校
を
除
く
教
育
機
関
の
項
中
「
博
物
館
（
福
博
）

会
津
自
然
の
家
（
会
自
）
」
を
「
博

物
館
（
福
博
）
」
に
改
め
、
同
表
県
立
学
校
の
項
中
「
喜
多
方
高
等
学
校
（
喜
高
）

喜
多
方
東
高
等

学
校
（
喜
東
高
）
」
を
「
喜
多
方
高
等
学
校
（
喜
高
）
」
に
、
「
小
名
浜
高
等
学
校
（
小
名
高
）

い

わ
き
海
星
高
等
学
校
（
い
海
高
）
」
を
「
小
名
浜
海
星
高
等
学
校
（
小
海
高
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
自
然
の
家
組
織
規
則
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

博
物
館
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

博
物
館
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

博
物
館
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
博
物
館
に
係
る
登
録
事
項
の
変
更
登
録
を
し
た
と
き
は
、

当
該
博
物
館
の
設
置
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
博
物
館
の
登
録
及
び
登
録
事
項
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
登
録
の
取
消
、
若
し
く
は

ま
つ
消
を
行
つ
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
を
行
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
。

二

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
を
し
た
と
き
。

三

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
を
し
た
と
き
。

四

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
ま
つ
消
を
し
た
と
き
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
博
物
館
法
施
行
細
則
別
記
第
二
号
様
式

に
よ
る
登
録
申
請
書
は
、
改
正
後
の
博
物
館
法
施
行
細
則
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
登
録
申
請
書
と

み
な
す
。

（
社
会
教
育
課
）

福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
様
式
に

よ
る
利
用
票
又
は
委
託
申
込
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
様
式
に
よ

る
利
用
票
又
は
委
託
申
込
書
と
み
な
す
。

（
社
会
教
育
課
）

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
前
条
」
を
「
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
の
授
与
」
に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
、
第
一
号
の
二
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
か
ら
第
七
号
の
二
様
式
ま
で
、
第

十
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の

規
則
」
と
い
う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
教
育

職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
相
当
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
義
務
教
育
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
一
節

削
除

目
次
中

第
二
節

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
選
挙
（
第
百
九
条
）

を
「
第
一
節
か

第
三
節

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
解
職
の
投
票
（
第
百
十
条
）
」

ら
第
三
節

削
除
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
一
節
か
ら
第
三
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
節
か
ら
第
三
節

削
除

第
百
八
条
か
ら
第
百
十
条

削
除

第
百
十
一
条
第
一
項
中
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
」
を
「
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条
」
を

「
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
一
項
中
「
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「

第

109条
第

110条

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改

、
、

め
る
。

注
意１

こ
の
届
は

県
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
選
挙
事
務
所
を
設
置

（異
動

）し
た
市
町
村
の
選
挙

、
管
理
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と

異
動
の
場
合
に
お
い
て
は

異
動
前
の
市
町
村
の
選
挙
管
理

。
、

委
員
会
に
も
提
出
す
る
こ
と
。

２
推
薦
届
出
者
が
提
出
す
る
と
き
は

候
補
者
の
承
諾
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る

、
。

３
推
薦
届
出
者
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
代
表
者
が
届
出
す
る
と
き
は

２
の
承

、
諾
書
に
併
せ
て
代
表
者
証
明
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

４
公
職
の
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に

、
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。

た
だ
し

公
職
の
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

、
、

他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
四
号
様
式
中
「

第

109条

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

、
注
意

推
薦
届
出
者
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は

本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
、

代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確

認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

推
薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
意１

推
薦
届
出
者
が
多
数
の
と
き
で

住
所

氏
名
を
別
紙
と
し
た
と
き
は

本
証
明
書
に
糊
付

、
、

、
け
す
る
こ
と
。

２
推
薦
届
出
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
、

の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

推
薦
届
出
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措

。
、

置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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３

推
薦
届
出
者
が
多
数
の
場
合

２
の
推
薦
届
出
者
本
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

、
は

そ
の
う
ち
１
名
以
上
の
提
示
又
は
提
出
が
あ
れ
ば
よ
い

、
。

第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
意１

こ
の
届
出
書
に
は

頒
布
し
よ
う
と
す
る
ビ
ラ
を
添
付
す
る
こ
と

、
。

２
公
職
の
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
十
二
号
様
式
そ
の
一

中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(表)

(裏)

備
考１

こ
の
証
紙
交
付
票
１
枚
で
○
○
枚
以
内
の
証
紙
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
公
職
の
候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
十
二
号
様
式
そ
の
二

中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(表)

(裏)
備
考１

こ
の
証
紙
交
付
票
１
枚
で
○
○
枚
以
内
の
証
紙
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該

、
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
届
出
政
党
の
代

。
、

表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

「

「

請
求

者
請
求
者

(代理
人

)

第
十
三
号
様
式
そ
の
一
中

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考

氏
名

印
氏

名

」

」

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

整
理
簿
は

選
挙
の
種
類
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る

、
。

２
公
職
の
候
補
者
本
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
の
署
名
又
は
押
印
に
よ
り

そ
の

、
代
理
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
候
補
者
本
人
の
印
鑑
に
よ
る
押
印
に
よ
り

又
は
委
任

、
状
の
提
示
若
し
く
は
提
出

当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
若
し
く
は
提
出
及
び
当
該

、
代
理
人
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
よ
り
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

「

「

請
求

者
請
求
者

(代
理
人

)

第
十
三
号
様
式
そ
の
二
中

を

に
改
め
、
同
様
式
に
備

氏
名

印
氏

名

」

」

考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考１

整
理
簿
は

選
挙
の
種
類
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る

、
。

２
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
の
署
名
又
は
押
印
に

よ
り

そ
の
代
理
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
印
鑑

、
に
よ
る
押
印
に
よ
り

又
は
委
任
状
の
提
示
若
し
く
は
提
出

当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

、
、

の
提
示
若
し
く
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
よ
り
確
認
を
受
け
る
こ
と

。
第
十
三
号
様
式
の
四

中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(表)

(裏)

備
考１

こ
の
証
紙
交
付
票

（検
印
票

）１
枚
で
○
○
枚
以
内
の
証
紙
の
交
付

（検
印

）を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又

は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該

、
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。た
だ
し

候
補
者
届
出
政
党
の
代

、
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

「

「

請
求

者
請
求
者

(代
理
人

)

第
十
三
号
様
式
の
五
中

を

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考

氏
名

印
氏

名

」

」

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考１

整
理
簿
は

選
挙
の
種
類
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る

、
。

２
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
の
署
名
又
は
押
印
に

よ
り

そ
の
代
理
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
印
鑑

、
に
よ
る
押
印
に
よ
り

又
は
委
任
状
の
提
示
若
し
く
は
提
出

当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

、
、

の
提
示
若
し
く
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
よ
り
確
認
を
受
け
る
こ
と

。

第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
意１

※
の
欄
は

候
補
者

候
補
者
届
出
政
党
及
び
名
簿
届
出
政
党
等
は
記
入
し
な
い
こ
と

。

、
、

２
使
用
で
き
る
時
間
は

１
回
に
つ
い
て
準
備
及
び
片
付
け
の
時
間
を
含
め
５
時
間
以
内
で
あ

、
る
こ
と
。

３
開
催
の
可
否
に
関
す
る
通
知
先
の
欄
は

候
補
者
届
出
政
党
及
び
名
簿
届
出
政
党
等
に
あ
つ

、
て
は

開
催
責
任
者
の
氏
名

住
所
及
び
電
話
番
号
を
記
入
す
る
こ
と

、
、

。
４

公
職
の
候
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党

（名
簿
届
出
政
党
等

）の
代
表
者
本
人
が
申
し
出
る

場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
し
出
る
場
合
に
あ

、
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行

う
こ
と

。た
だ
し

公
職
の
候
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党

（名
簿
届
出
政
党
等

）の
代
表
者

、
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
意
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１

掲
載
文
は

委
員
会
が
交
付
す
る
原
稿
用
紙
に
記
載
し

又
は
記
録
す
る
こ
と

、
、

。
２

書
面
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き
は

写
真
は

無
帽

上
半
身

白
黒
手
札
判

（縦
、

、
、

、

10.8cm
×横

8.3cm
）の

も
の
を
添
付
し

掲
載
文
と
と
も
に
各
２
通
提
出
す
る
こ
と

、
。

３
電
磁
的
記
録
に
よ
る
掲
載
文
を
添
付
す
る
と
き
は

写
真
は

無
帽

上
半
身

白
黒
の
も

、
、

、
、

の
を
記
録
し
て
添
付
す
る
こ
と
。

４
公
職
の
候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
二
十
七
号
様
式
及
び
第
二
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

注
意

公
職
の
候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
十
三
号
様
式

中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(表)

(裏)
注
意１

前
任
出
納
責
任
者
氏
名
欄
は

出
納
責
任
者
の
異
動
届
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
の
み
記
載
す

、
る
も
の
と
す
る
。

２
候
補
者
届
出
政
党
又
は
推
薦
届
出
者
が
届
出
を
す
る
と
き
は

出
納
責
任
者
の
選
任
に
係
る

、
候
補
者
の
承
諾
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

３
推
薦
届
出
者
が
２
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
代
表
者
が
届
出
を
す
る
と
き
は

２
の

、
書
面
と
併
せ
て
代
表
者
証
明
書
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

４
出
納
責
任
者
の
解
任
又
は
辞
任
に
よ
る
届
出
で
あ
る
と
き
は

候
補
者
若
し
く
は
候
補
者
届

、
出
政
党
若
し
く
は
推
薦
届
出
者
の
解
任
又
は
出
納
責
任
者
の
辞
任
の
通
知
が
あ
つ
た
こ
と
を
証

す
る
書
面
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

５
公
職
の
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に

、
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。

た
だ
し

公
職
の
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

、
、

他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
意

公
職
の
候
補
者
本
人
が
承
諾
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
承
諾
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
十
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
意

公
職
の
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に

、
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、

委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と
。

た
だ
し

公
職
の
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

、
、

他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

「

「

請
求

者
請
求
者

(代
理
人

)

第
三
十
九
号
様
式
中

を

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と

氏
名

印
氏

名

」

」

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考１

整
理
簿
は

選
挙
の
種
類
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る

、
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
の
署
名
又
は

押
印
に
よ
り

そ
の
代
理
人
が
受
領
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表

、
者
本
人
の
印
鑑
に
よ
る
押
印
に
よ
り

又
は
委
任
状
の
提
示
若
し
く
は
提
出

当
該
代
理
人
の

、
、

本
人
確
認
書
類
の
提
示
若
し
く
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
署
名
若
し
く
は
押
印
に
よ
り
確
認

を
受
け
る
こ
と
。

第
四
十
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

こ
の
証
紙
交
付
票

（検
印
票

）１
枚
で

500枚以
内
の
証
紙
の
交
付

（検
印

）を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
責
任
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代

、
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

責
任
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る

。
、

場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

。

第
四
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
意

確
認
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人

、
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

確
認
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署

。
、

名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
四
十
七
号
様
式
中
「
㊞
」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

こ
の
証
紙
交
付
票

（検
印
票

）１
枚
で
○
○
枚
以
内
の
証
紙
の
交
付

（検
印

）を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
交
付

（検
印

）責
任
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提

、
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

。
、

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
交
付

（検
印

）責
任
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合

は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
四
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
意
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１

こ
の
届
出
書
に
は

頒
布
し
よ
う
と
す
る
ビ
ラ
を
添
付
す
る
こ
と

、
。

２
確
認
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人

、
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

確
認
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署

。
、

名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
五
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
意

確
認
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

、
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

確
認
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ

。
、

の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
十
一
号
中
「
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
及
び
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
」
を
「
及
び
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
に
係
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
証
票
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
に
係
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
証
票
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
事
務
所
に
係
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
証
票
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者
等
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確

認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。た
だ
し

候
補
者
等
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が

、
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考１

後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出

を
そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人

、
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。た
だ
し

後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署

、
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
申
請
に
つ
い
て
同
意
す
る
候
補
者
等
は

署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
こ
と

、
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

後
援
団
体
の
代
表
者
又
は
候
補
者
等
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の

提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及

、
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。た
だ
し

後
援
団
体
の
代

、
表
者
又
は
候
補
者
等
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
議
会
議
員
及
び
福
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
営
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六

年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
公
職
の
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名

。
、

そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

様
式
第
一
号
そ
の
二
及
び
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

こ
の
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
公
職
の
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
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人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

。た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名

、
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

様
式
第
二
号
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
公
職
の
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名

。
、

そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

様
式
第
二
号
そ
の
二
及
び
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
公
職
の
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

。た
だ
し

公
職
の
候
補
者
本
人
の
署
名

、
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
七
号
そ
の
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本

、
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提

、
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
。

だ
し

請
求
者
又
は
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他

、
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

様
式
第
七
号
そ
の
二
及
び
そ
の
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本

、
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提

、
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
。

だ
し

請
求
者
又
は
契
約
業
者
等

（法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者

）本
人
の
署
名
そ
の
他

、
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


